
地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービス 重要事項説明書 
［令和 5年 12月 １日現在］ 

 

１ 当事業所が提供する地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスについての相談窓口

および営業日時等 

電 話 ０７７－５４６－４６６６ ＦＡＸ ０７７－５４６－４６６７ 

営業日 

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 

（８月１５日及び１２月３１日から１月

３日までは除く） 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

担 当 山本千晴・橋本智代美 

その他 緊急時の連絡先  

南大津クリニック 電話０７７－５４６－１１２２ 

  

２ 

事業の目的 事業所の職員等が、要介護（要支援）状態にある高齢者等に対し、適正

な地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービス（以下「地域

密着型通所介護」という）を提供することを目的とします。 

事業の方針 地域密着型通所介護の提供にあたって、事業所の職員等は、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話（支援）及び機能

訓練を行う。 

事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支

援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めます。 

事業者は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、介護従事者に対し、研修の機会を

確保いたします。また、大津市介護保険条例及び大津市介護予防訪問介

護相当サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防訪問介護

相当サー ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める要綱及び大津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の内容を遵守いたします。 

 ３ 当事業所の概要 

（1） 居宅サービス事業所の指定番号および地域密着型通所介護提供地域 

事 業 所 名 デイサービス たんぽぽ 

所  在  地 大津市大石東六丁目１-１１ 

事業所の指定番号  

地域密着型通所介護を提供する地域 大津市大石地区（富川を除く）、南郷地区、田上地区、 

 

（2）当事業所の従業員 

 資 格 常 勤 非常勤 業務内容 

管 理 者 介護福祉士等 １人  管理業務（生活相談員兼務） 

生活相談員 社会福祉主事等 1人 1人 生活等に関する相談 

機能訓練指導員 看護師等 0人 7人 機能訓練及び指導 

介護職員 介護福祉士等 0人 6人 日常生活の介護 

事務職員  0人 1人  

 

（3） 当事業所の設備の概要 

     概要  地域密着型   

定員 ：１０名 （月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日） 



面積 ：228.38㎡ 

利用可能設備等：一般浴室・相談室・静養室・食堂兼機能訓練室 

送迎車台数 ：３台      

４ 地域密着型通所介護の内容等 

（1）地域密着型通所介護の内容 

        地域密着型通所介護計画及び介護予防通所介護相当サービス計画(以下地域密着型通所介護計 

    画という)の作成 

   食事の提供（介護を含む） 

   生活等に関する相談等 

   健康状態の確認 

   その他利用者等に必要な日常生活上の世話・入浴 

   送迎 

   機能訓練 

（2） 地域密着型通所介護提供時間 

月・火・木・金・土曜日（８月１５日及び１２月３１日から１月３日までは除く）    

午前９時１０分～午後４時３０分 

（3） 地域密着型通所介護の利用 

 地域密着型通所介護利用開始 

① 電話等でお申し込みください。 

② 当事業所職員がお伺いし、重要事項説明書に基づいて地域密着型通所介護についての説明を行い

ます。 

③ 当事業所の説明を受け、地域密着型通所介護の利用を希望された場合、地域密着型通所介護の契

約を締結します。その後、地域密着型通所介護計画を作成し、利用者やご家族に同意を得ます。

なお、居宅(介護予防)サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って地域密着型通所

介護計画を作成します。 

④ 利用者に地域密着型通所介護の提供を開始します。 

⑤ 当事業所職員は、地域密着型通所介護計画作成後も、実施状況を把握し、利用者やご家族にも配

慮して、必要に応じて地域密着型通所介護計画の変更を行います。 

⑥ 利用者は、いつでも地域密着型通所介護計画の変更を申し出ることができます。この場合、当事

業所は、利用者やご家族の希望等に基づいて、利用者の介護支援専門員と連携して、地域密着型

通所介護計画を変更いたします。 

⑦ 事業所は、地域密着型通所介護計画を変更した場合、利用者やご家族にその内容を説明し、同意

を得た上で、新たな地域密着型通所介護計画に基づき地域密着型通所介護の提供を開始します。 

 

  地域密着型通所介護の終了    

① 契約の解除 

   １ 利用者は、事業者に対して、1週間前までに書面で通知することにより契約を解除することが

できます。但し、利用者の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、1週間以内の通

知でもこの契約を解除することができます。 

   ２ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対し、１ヶ月間の予告期間をおいて理由

を示した書面を通知することにより、この契約を解除することができます。この場合、事業者

は利用者に係る居宅介護(介護予防)支援事業者への連絡、地域の介護事業者等の紹介その他の

必要な援助を速やかに行います。  

   ３ 次の事由に該当する場合は、この契約は自動的に終了します。             

ⅰ 利用者の要介護（要支援）認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

ⅱ 利用者が死亡した場合  

ⅲ 利用者が介護保険施設に入所した場合   

４ 事業者が、直ちに契約の解除が出来る事由は、次の場合とします。 

・利用者が、サービスの利用料等を１ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにもか

かわらず１０日以内に支払わない場合。 

・利用者またはそのご家族が、事業者やその従業者または他の利用者に対し、この契約を継続



しがたいほどの背信行為を行った場合。 

・利用者が、正当な理由がなく地域密着型通所介護の利用中止をしばしば繰り返した場合、ま

たは利用者の入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたって地域密着型通所介護の利用

ができない状態であることが明らかになった場合。 

５ 利用料等 

（1） 利用料 (利用者の負担割合は『介護保険負担割合証』に記載された割合となります。) 

【地域密着型通所介護費】（１割の場合） 

 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 

要介護１ ４３４円   ４５５円   ６８５円 

要介護２ ４９８円   ５２２円   ８０８円 

要介護３ ５６３円   ５９０円   ９３４円 

要介護４ ６２５円   ６５６円   １,０５６円 

要介護５ ６９１円   ７２５円  １,１８１円 

 

 6時間以上7時間未満 7時間以上8時間未満 

要介護１ ７０７円 ７８４円 

要介護２ ８３４円 ９２７円 

要介護３ ９６４円 １,０７５円 

要介護４ １,０９２円 １,２２１円 

要介護５ １,２２１円 １,３６７円 

 

【地域密着型通所介護費】（２割の場合） 

 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 

要介護１   ８６８円 ９０９円 １,３６９円 

要介護２   ９９５円 １,０４３円 １,６１６円 

要介護３  １,１２５円 １,１７９円 １,８６７円 

要介護４  １,２５０円 １,３１１円 ２,１１１円 

要介護５  １,３８２円 １,４４９円 ２,３６２円 

  

 6時間以上7時間未満 7時間以上8時間未満 

要介護１ １,４１３円 １,５６８円 

要介護２ １,６６８円 １,８５４円 

要介護３ １,９２７円 ２,１４９円 

要介護４ ２,１８４円 ２,４４１円 

要介護５ ２,４４１円 ２,７３４円 

 

【地域密着型通所介護費】（３割の場合） 

 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 

要介護１ １,３０１円 １,３６４円 ２,０５４円 

要介護２ １,４９３円 １,５６５円 ２,４２４円 

要介護３ １,６８７円 １,７６８円 ２,８００円 



要介護４ １,８７５円 １,９６６円 ３,１６７円 

要介護５ ２,０７３円 ２,１７３円 ３,５４３円 

  

 6時間以上7時間未満 7時間以上8時間未満 

要介護１ ２,１２０円 ２,３５２円 

要介護２ ２,５０２円 ２,７８１円 

要介護３ ２,８９１円 ３,２２３円 

要介護４ ３,２７６円 ３,６６２円 

要介護５ ３,６６２円 ４,１０１円 

＊介護報酬単位に10.45を乗じた金額の1割又は２割・３割が自己負担分になります。 

 

【その他加算等】「（ ）内は２割・３割」 

〔送迎の減算〕利用者がご自身で、またはご家族様の送迎で事業所まで通われる場合、片道につき５

０円(９９円・１４８円)の減算をします。 

〔入浴介助加算Ⅰ〕 入浴を行った場合に加算されます。     ４２円（８４円・１２６円）／日 

〔若年性認知症利用者受入加算〕               ６３円（１２６円・１８９円）／日 

若年性認知症利用者に対して地域密着型通所介護を行った場合は、「若年性認知症利用者受入加算」

を受けております。但し、認知症加算を算定している場合は加算されません。 

〔個別機能訓練加算Ⅰイ〕                 ５９円（１１７円・１７６円）／日 

  当事業所は利用者の心身等の状況に応じて、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標

を設定し、資格を有する機能訓練指導員(看護職員等)により、小集団で直接訓練実施します。ま

た、個別機能訓練計画などの内容を厚生労働省に提供し、フィードバックを受けた場合(個別機能

訓練加算Ⅱ)２１円（４２円・６３円）／月を加算されることがあります。   

〔サービス提供体制強化加算Ⅲ〕                ７円（１３円・１９円）／回 

当事業所は介護職員の質の確保を図っている事業所として「サービス提供体制強化加算Ⅲ」を受け

ております。 

〔科学的介護推進体制加算〕 

当事業所は、科学的な介護を推進するため、心身の状況等に係る基本的な情報を収集し、効果的

なサービスの展開（活用・改善）に繋げる取り組みをしている事業所として 1月につき 42円（84

円・126円）加算されます。 

〔介護職員処遇改善加算Ⅰ〕 

当事業所は介護職員処遇改善加算Ⅰ（介護職員の賃金改善と資質向上を目的とした加算）をとらせ

ていただいておりますので、基本サービス費に加算を加えた総単位数に、５.９％を乗じた額が加

算されます。  

〔介護職員等ベースアップ等支援加算〕 

   当事業所は介護職員処遇改善加算Ⅰ（介護職員の賃金改善と資質向上を目的とした加算）をとら

せていただいておりますので、基本サービス費に加算を加えた総単位数に、１.１％を乗じた額が

加算されます。 

〔介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ〕 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を届け出た事業所として、

1％が所定単位数に加算されます。 

 〔感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応〕 

   感染症または災害の発生を理由とする利用者の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の

前年度における月平均の利用者数よりも 100 分の 5 以上減少している場合に利用者数が減少した

月の翌々月から 3月以内に限り、1回につき所定単位数の 100分の 3に相当する単位数が加算され

ます。 

 

 



【介護予防通所介護相当サービス】  

 事業対象者・要支援１・要支援２ 

通所型サービス費 Ⅰ ケアプラン週１回程度 １回～４回 ４０２円（８０３円・１，２０４円）/回 

通所型サービス費 Ⅱ ケアプラン週１回程度 ５回目 １４３円（２８５円・４２７円）/回 

通所型サービス費 Ⅲ ケアプラン週 2回程度 １回～８回 ４１３円（８２６円・１，２３９円）/回 

通所型サービス費 Ⅳ ケアプラン週 2回程度 ９回目 １６９円（３３７円・５０５円）/回 

通所型サービス費 Ⅴ ケアプラン週 2回程度 １０回目 １１２円（２２４円・３３６円）/回 

 ただし、介護報酬単位に10.45を乗じた金額の1割又は２割・３割が自己負担分になります。 

〔運動器機能向上加算〕                  ２３６円（４７１円・７０６円）／月 

当事業所は機能訓練指導員(看護職員等)により、利用者の心身等の状況に応じて、運動器機能向

上計画を作成し、運動器の機能の向上のための訓練を実施します。 

〔生活機能向上グループ活動加算〕             １０５円（２０９円・３１４円）／月 

自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者様に対して、グループで生活機能の向

上を目的とした計画をし、活動を行った場合に加算されます。 

〔若年性認知症利用者受入加算〕              ２５１円（５０２円・７５３円）／月 

若年性認知症利用者に対して介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、「若年性認知症利用

者受入加算」を受けております。但し、認知症加算を算定している場合は加算されません。 

〔サービス提供体制強化加算Ⅲ〕 週１回程度 ２５円(５０円･７５円)／月、週２回程度５１円(１０

１円・１５１円)／月  

当事業所は介護職員の質の確保を図っている事業所として「サービス提供体制強化加算Ⅲ」を受

けております。 

〔科学的介護推進体制加算〕 

当事業所は、科学的な介護を推進するため、心身の状況等に係る基本的な情報を収集し、効果的

なサービスの展開（活用・改善）に繋げる取り組みをしている事業所として 1月につき 42円（84

円・126円）加算されます。 

〔介護職員処遇改善加算Ⅰ〕 

当事業所は介護職員処遇改善加算Ⅰ（介護職員の賃金改善と資質向上を目的とした加算）をとら

せていただいておりますので、基本サービス費に加算を加えた総単位数に、５.９％を乗じた額が

加算されます。 

〔介護職員等ベースアップ等支援加算〕 

   当事業所は介護職員処遇改善加算Ⅰ（介護職員の賃金改善と資質向上を目的とした加算）をとら

せていただいておりますので、基本サービス費に加算を加えた総単位数に、１.１％を乗じた額が

加算されます。 

〔介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ〕 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を届け出た事業所として、

１％が所定単位数に加算されます。 

 

・ 食費 ５０５円  おやつ代  ５０円 

・ オムツ代（オムツ１８０円／枚 パッド６０円／枚 ） 

 

（2） 地域密着型通所介護利用料等 

   法定代理受領サービスにより、提供された地域密着型通所介護に対し介護保険給付が支払われる

場合、利用者様は１割、２割又は３割の自己負担となります。 

ただし、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接、事業者に支払われ

ない場合があります。その場合は、一旦、基本利用料を全額お支払いいただき、サービス提供証明

書を発行いたします。 後日、サービス提供証明書を大津市介護保険の窓口に提出しますと、審査

後、差額の支払いを受けることができます。 

（3） キャンセル料（利用の中止） 



利用者のご都合で利用を中止される場合、下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、

急病による入院等、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。 

ご利用日の当日午前８時３０分までに連絡をいただいた場合キャンセル料は不要です。 

ご利用まで連絡をいただかなかった場合は５５５円（お弁当・おやつ代）を頂きます。 

 

 

６ 料金の支払時期と支払方法 

支払時期  料金が発生する場合、月毎の精算とし、毎月１５日までに前月分の請

求をいたしますので、２８日までにお支払いください。 

支払方法  窓口、または郵便・銀行振り込みでお支払いください。 

 

７ 利用料等の滞納について 

  利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から３０日以上遅延し、さらに支払いの督促

から１０日以内にお支払いがない場合、契約を解除したうえで、未払い分をお支払いいただくこと

になります。 

 

８ 秘密保持と個人情報の保護について 

利用者およびそのご家族に関する秘密の保持について  

事業者および事業者の従業者である者は、地域密着型通所介護を提供する上で知り得た利用者およ

びそのご家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は

契約が終了した後も継続します。 

個人情報の保護について 

事業所は、利用者から予め書面で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても予め書面で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等で利用者様の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者およびその家族

に関する個人情報が含まれる記録物については、善良なる管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

９ 勤務体制の確保 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、

介護従事者に対し、研修の機会を確保します。 

 

10 非常災害対策 

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行いま

す。 

２ 非常災害等の発生の際にその事業を継続することができるよう、他の社会福祉施設と連携し、及

び協力することができる体制を構築するよう努めます。 

 

11 医療連携 

診療所との連携により、看護師を確保し連絡できる体制を整え、日常的な健康管理を行ったり、医

療ニーズが必要となった場合に適切な対応が取れる等の体制を整備しています。 

 

12 緊急時の対応方法 

  地域密着型通所介護の提供中に容体の悪化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、家族または利用者に係る地域包括支援センター等へ連絡をいたします。 

 

13 事故発生時の対応 

  地域密着型通所介護の提供中に事故が発生した場には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡す

るとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか

に行います。ただし、事業所の責に帰すべからず事由による場合はこの限りではありません。 



 

14 地域密着型通所介護に関する相談・要望・苦情等 

（1）利用者の相談・要望・苦情担当 

   地域密着型通所介護に関するご相談・ご要望・苦情を承ります。 

    担当  デイサービス たんぽぽ  管理者 山本 千晴 

  電話  ０７７－５４６－４６６６ 

    相談時間  月・火・木・金・土曜日  午前８時３０分～午後５時３０分 

          但し、８月１５日及び１２月３１日から１月３日までを除く。 

（2）保険者である大津市に相談・苦情を伝えることができます。 

    担当課  大津市介護保険課    電話  ０７７－５２８－２７５３ 

    相談時間  月～金曜日  午前９時～午後５時 

          但し、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。 

滋賀県国民健康保険団体連合会   電話番号 ０７７－５１０－６６０５  

相談時間  月～金曜日  午前９時～午後５時 

      但し、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。 

 

15 暴力団等の排除 

法人の役員及び管理者、従業者は暴力団員ではありません。また、その運営について暴力団員の支

配は受けません。 

 

16 人権の擁護、虐待の防止 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、

介護従事者に対し、研修の機会を確保します。 

 

17 自己評価結果の公表 

当事業所は 1 年に 1 回以上サービスの改善及び質の向上を目的として、自ら提供するサービスにつ

いて自己評価（第三者評価は未実施）を行っています。評価結果はホームページ、施設内に掲示し

てあります。 

 

18 その他 

  この重要事項説明書は大切に必ず保存してください。 

 

（補足事項） 

１．事業計画、財務内容サービス提供記録などの閲覧又は交付 

当事業所では、事業計画や財務内容などの閲覧に関して、利用者及びご家族のうちこれを希望される方

には閲覧を許可しています。ご希望者は、閲覧希望書に必要事項を記入し、職員までお申し込みくださ

い。閲覧希望書は事務所にありますので必要な方は職員までお申し付けください。 

（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

当事業所の地域密着型通所介護の内容等にかかる重要事項を説明いたしました。 

 

事業所   デイサービス たんぽぽ  

                                

説明者                    印 

 

 

 

 

私は、事業所から地域密着型通所介護についての重要事項の説明を受けました。 

 

               本 人   住 所 

                     氏 名               印 

 

      代理人 ＊代理人は利用者の意向を尊重し、当サービスを利用するに 

あたっての同意・取消権を有する。 

 

住 所 

氏 名               印  


